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（審議経過） 

１ 開会挨拶 

（鈴木課長） 

 本日はお忙しい中、お集まりいただきま

してありがとうございます。 

 定刻になりましたので、ただいまから令

和７年度第６回足立区男女共同参画推進委

員会を開催いたします。 

 当委員会は、足立区男女共同参画推進委

員会規則の第４条に基づきまして、総委員

の半数以上の委員の出席がなければ会議を

開くことができないとなっております。本

日、皆さんはご出席されておりますので、

委員会が成立しておりますことをまずご報

告させていただきます。 

 また、本日はオンラインでご出席の方、

１名いらっしゃいます。オンラインでご出

席いただきました委員におかれましては、

事前にご案内しましたオンライン参加に関

するお知らせをご確認いただきますのと、

あと常時カメラはオンにしていただきまし

て、発言がちょっと音が聞こえないという

こともありますので、発言の際には申し訳

ないんですが、チャットのほうに打ち込ん

でいただければ、こちらで読み上げたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 続いて、会議の公開についてです。同規

則の第５条によりまして、当委員会は公開

することとなっております。あわせて、会

議録の作成が必要となっております。委員

の皆様のご発言につきましては、後ほどご

発言内容をご確認いただいた上で、ホーム

ページなどで公開する形となります。議事

録作成のためマイクを通しての録音をして

おりますので、恐れ入りますが、発言の前

にお名前をおっしゃっていただくようお願

いいたします。 

 また、本日は傍聴人の方もお見えになっ

ておりますので、ご承知おきいただきます

ようお願いいたします。 

 次第に入る前に、前々回、第４回の推進

委員会になりますが、松村委員より、あだ

ち公的表現ガイドの１ページに記載の、昭

和58年に婦人問題解決のための足立区行動

計画策定というのは先進的だったのかどう

かというご質問をいただいておりました。

そこで、東京都及び足立区以外の22区の策

定時期を事務局にて調べました。東京都が

昭和53年と最も早く、その後、他区も類似

の計画を策定していました。足立区は23区

では６番目の策定であり、比較的他区に比

べて早い段階での計画策定でした。回答が

遅れまして申し訳ございませんでした。 

 それでは、次第に沿って進めてまいりた

いと思います。 

 まずは、開会のご挨拶を石阪委員長より

お願いいたします。 

（石阪委員長） 

 よろしくお願いします。 

 こちらの委員会ですが、今日６回目とい

うことになります。私も実は10以上の自治

体で男女の委員やっているんですけれども、

年間５回以上開くところは足立区だけなん

ですね。じゃ、ほかは何やっているのかと

いうことですけれども大体事業チェックで

終わりです。前年度どんなことやりました

か、そういう提言ありますかという形で終

わっていくんですが、足立区の場合は、皆

さんも経験していただきましたけれども、

２つのテーマに絞ってそれを１年間練り上

げて最終的には区長に提言すると。そして、

それをずっと継続してきたという、そうい

った経緯があります。 

 先ほど課長からも紹介ありましたけれど

も、この足立区の行動計画ですね。これ、
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実はぱっと見ると東京都が昭和53年と一番

早いんですけれども、足立区も比較的早い

です。 

 この男女共同参画の取組はかなり自治体

によって差があって、例えば新宿、渋谷、

中野、最近どちらかというと平成。中野も

そうなんですね、遅いんです、実はね。 

 これって首長の差もありますし、あるい

は区民の熟度の問題もあるので、早いから

いいとか遅いから悪いというわけではない

んですが、足立区はかねてから、例えば当

時でいえば婦人運動であったりとか女性運

動が非常に盛んなところで、当初からこう

いった行動計画を区としてつくろうという

動きがありました。ですので、条例や計画

についても早くから足立区は取り組んでき

たという、こういう経緯があります。 

 今回ですけれども、足立区表現ガイドで

あったりとか、それから来年度、今度調査

があります。そういったところで、皆さん

からこの１年間コメントをいただいたわけ

ですけれども、こういった表現ガイドもな

かなか23区の区の中ではまだ普及していな

いと。逆に言うとあまりつくっていないと

ころが圧倒的に多いので、これをどうやっ

て広めていくかというところを改めてこの

会議が終わったところ、区長に提言はして

まいりたいと思っています。 

 それでは、実質的には今日が最後という

ことになりますので、また最後、皆さんか

ら一言ずつ感想、コメントをいただければ

と思います。ですので、議題としてはあま

り多くはないんですけれども、今日最後の

締めということもありますから、また皆さ

んから最後のご意見をいただければと思い

ます。ご協力よろしくお願いします。 

（鈴木課長） 

 ありがとうございます。 

 続きまして、お手元の資料の確認をさせ

ていただきます。 

 １枚目が次第となっております。２枚目

以降は資料となっております。 

 順に、資料１が第５回足立区男女共同参

画推進委員会の要点でございます。資料２、

令和７年度男女共同参画推進委員会からの

提言（案）でございます。 

 次に参考資料です。あだち公的表現ガイ

ド。令和３年度に実施しました足立区男女

共同参画に関する区民意識調査の報告書、

あと当課で実施しております講座のチラシ

が１枚でございます。 

 不足等ございませんでしょうか。 

 

２ 前回（１／２８開催）のふりかえり 

（鈴木課長） 

 それでは、引き続き次第に沿って進めさ

せていただきます。 

 では、次第２の１月28日開催、第５回推

進委員会のふりかえりですが、資料１に沿

って簡単に説明させていただきます。 

 前回、第５回の男女共同参画委員会では、

広報・啓発に関するヒアリングといたしま

して、シティプロモーション課にいらして

いただきました。そこで皆さんからいろい

ろな質問を投げかけて聞いていたところな

んですけれども、シティプロモーション課

のほうでは年間600件の相談があるというこ

とで、ただ、最近については各所管の意識

が向上して、そもそもそのガイドに配慮し

て作成されているようになっているという

お話がありました。 

 項番の２です。「広報・啓発」の提言案

についてお話をいただきました。こちらの

（１）のところにありますように、この

「あだち公的表現ガイド」につきまして、

もっと学校とか地域団体にも配布して周知
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していくほうがいいんじゃないかというお

話がありました。 

 あと、アンコンシャス・バイアスが区民

に刷り込まれないように行政が発信する情

報として責任を持つ姿勢が重要であるとい

うお話もありました。 

 項番の３です。「性的役割分担意識」の

提言案についてです。こちら、家事、育児

に関する部分で負担の比重が分かる選択肢

を設けるべきだというお話がありました。

あとは子どもの病気対応ですとか、日常的

な看護、介護の負担が誰に偏っているのか

というのが分かるような設問を追加すべき

ではないかというお話がありました。 

 （３）番のところです。育児等の制約に

よって、本当は正社員で働きたいんだけれ

ども不本意に非正規の雇用されている方と

いうのが分かるような質問が取れないかと

いうこと。 

 （４）番です。データの羅列に終わらず、

地域別の意識差も含めて分析できないか。 

 （５）番、回答数を上げるために回答者

にインセンティブを付与すべきというお話

がありました。 

 簡単ですが、以上となります。 

 

３ 「広報・啓発」提言案について 

（鈴木課長） 

 それでは、ここからの進行は石阪委員長

にお願いいたします。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。ここまでで何か

ご質問、ご意見ありますでしょうか。よろ

しいですか。 

 それでは、事項書、次第に沿って進めて

いきたいと思います。今日は具体的にはそ

の提言案について皆さんからご意見をいた

だきたいと、こういうことでございます。 

 まず、順番としては広報・啓発のほうか

ら進めてまいりたいと思います。これは簡

単に言うと、足立区表現ガイドの活用につ

いてということですが、お手元の資料２で

すね。２の、これで言うと上と下が２つ提

言あるんですけれども、施策の14と書いて

ある下のほうですね。こちら、表現ガイド

の点についてちょっとまとめさせていただ

きました。 

 区長にはこれを見せつつ説明をして提言

をするという段取りになっていますので、

ここに記載をするということが結構大事な

んですけれども、一応まずちょっと読み上

げます。委員会提言、下のほうですね。 

 １、現在、庁内での広報物作成において

一定の成果を上げている「あだち公的表現

ガイド」を、区立学校の掲示物や地域団体

（町会・ＰＴＡ）、区内中小企業の広報活

動でも参照できるよう、積極的な配布と周

知を行うべきである。これが、まず１。 

 それから２として、単なる表現の規制に

とどまらず、なぜこの表現が望ましくない

のかという背景理由を添えた教材として活

用し、区民が自らの無意識の偏見に気づく

機会を創出すべきである。これが２つ目。 

 それから３つ目、多様な情報発信手段を

効果的に活用してガイドの普及を図り、男

女共同参画社会推進条例の目的を具現化し

ていくべきである。 

 これ、ちょっと「べきである」と全部入

っていますけれども、きついかなという気

もするんですけれども、取りあえずはこう

いう思いを区長には伝えていきたいと思い

ます。 

 まず１つ目としては、やっぱり、これ、

区内で今持っているだけなんですけれども、

ほとんど。これ、やっぱり区の関連団体で

すね。まず教育機関ですね。それから町会
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とか自治会とか、それからあとＰＴＡとか、

こういうところには優先的にちょっと配布

してもいいんじゃないかと。それがある程

度終われば、今度は中小企業に向けた広報

も必要だという立場です。これは区がやる

かどうかと、また予算の問題や人の問題も

あるのでできるか分かりませんけれども、

この委員会としてはそういう要望にしたい

と。 

 それから２つ目としては、これは、これ

を教材としてうまく使ってほしいというこ

とでもあるんですが、なぜこの表現が望ま

しくないのか。いろいろ皆さん読んで、こ

れぐらいいいんじゃないかとか、これはち

ょっとどういう意味なんだろうということ

もあるかもしれませんけれども、そういっ

たある種の無意識の偏見に気づくきっかけ

としてこれを教材として活用してはどうか

という、こういう意見が出ましたので、単

純にこれで気をつけてくださいという配布

じゃなくて、むしろそういう活用をしてく

ださいということで、この表現ガイドの活

用について、これを考えてもらいたいと。 

 それから最後ですけれども、これはガイ

ドの普及をとにかく図って、これは男女共

同参画社会、この条例の目的を具現化して

いくと。 

 結局、これは何のためにやっているかと

いうと、別に言葉狩りとか表現の自由を認

めないとか、そういうことではなくてこの

男女共同参画の条例をやっぱり理解し普及

していくための一つのきっかけとして、こ

ういったものを活用してほしい。こういう

意味でここに書かせていただいたわけです

けれども、皆さんからまずこの点について。 

 やはり不安なのは町会、自治会とか、そ

れからＰＴＡ、これは配布してどうかとい

うことなんですけれども、どうでしょう、

何かもし。あるいは効果的な配布の仕方で

あったり。多分説明がないと、唐突にこれ

来て何ですかという話に多分なると思うん

ですが、どうでしょう、どなたかちょっと。 

 じゃ、すみません。お願いします。 

（笠井委員） 

 先ほどのＰＴＡではどうなのかという話

の中で、実際学校の配布物等はあまり周知

されにくいという現実があります。ただし、

何もしないで広めないというのはどうかな

というところは感じていまして、やはりま

ずは広めるべき入口に立って、それから活

用につなげていくという形を取りたいなと

いうふうには思っています。 

（石阪委員長） 

 ＰＴＡとしては、例えばこれを唐突に送

られてきて、どう思いますかね。大丈夫で

しょうか。ある程度説明はやっぱり必要で

すかね。 

（笠井委員） 

 そこら辺は、学校側からとか、かがみ文

で軽くはやれるんですけれども、それを見

ていただけるかどうかまでいくかどうかが

難しいところはあります。 

（石阪委員長） 

 配布物というのは実際あるわけですよね、

ＰＴＡもね。だから、そういう点に配慮い

ただくということと、これは学校教育の中

でのこういった扱いという点でも何か、学

校だけではなくてＰＴＡもということは可

能は可能。 

（笠井委員） 

 可能は可能です。やっぱり気づきという

部分は必ず家庭内の問題もあり、生徒同士

の問題もあり、職場の学校の教育環境の現

場でも必ず大事な部分になってくると思う

ので、気づきの点では、やっぱり必要だろ

うなというふうには思っています。 
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（石阪委員長） 

 個人的には何か総会の場で僕でも誰でも

いいですけれども、どなたかが、そういう

お話をするという場があると、より理解が

深まるかなという感じします。ありがとう

ございます。 

 どうでしょう、ほか。 

 じゃ、秋山さんから。 

（秋山委員） 

 やっぱり町会で上に立っている方は高齢

の方が多いので、きっとこういうのが配ら

れちゃったら、すごい何かやらなきゃいけ

ないのとか、アレルギー反応起きちゃうか

なって気がしているんですね。 

 なので、私としては足立区の作る広報物

は、こういうガイドに沿って作られていま

すよ、町会の掲示板に貼られるものも基本

はこういうふうに考えています、ぜひ知っ

てくださいという体で最初配ったほうが受

け入れやすいんじゃないかと思います。 

（石阪委員長） 

 まずは最初、足立区でこういうことをや

っていますという情報としてお配りすると。

そういうこと。 

（秋山委員） 

 ですね。何なら、なので、足立区が出し

ているチラシでこれに合っていなくて気に

なることがあったら教えてくださいねくら

いの下からの言ったほうが、おおって見る

んじゃないかなって感じます。 

（石阪委員長） 

 本当はその先に、町会とか自治会が出す

広報物もそれに基づいてお願いしますとい

うことは言いたいところですが、あえてそ

れを言わずに、まず足立区として、こうい

うことをやっていますと。そこは、でも趣

旨としてはそこまでを、ぜひこれを参考に

これからの掲示物や配布物、注意してくだ

さいというところまで言いたいんですけれ

ども、その辺は何かまたあつれきがという

話ですね、今の話だと。 

 はい、お願いします。 

（かねだ委員） 

 今、ご意見のとおりで、やっぱり町会さ

んって非常にご理解いただくのにハードル

が高い部分がやはりあるのかなというのは、

私自身も日常の活動の中で、町会さん、自

分自身も町会の役員をやっていますけれど

も、接していてすごく分かる部分はありま

す。 

 何で今この公的表現ガイドが必要なのか、

どうして必要なのかということをまずご理

解いただくことのほうが非常に大事なのか

なと思っていまして、その壁を一つ越えれ

ば非常に、逆に言えば受け入れていただき

やすくなるのかなというところなので、そ

のなぜ必要なのかというところをまず町会

さんにご理解いただくということが大事か

なと。 

（石阪委員長） 

 そうすると、何か例えば総会とか、そう

いうところでの講演であったり研修のよう

なことも含めて配布したほうがいいんじゃ

ないか、そういうことですかね。 

（かねだ委員） 

 そうですね。ここには男女平等であった

りだとか、婦人問題解決のためという、い

ろいろ当初の目的があると思うんですけれ

ども、そこをまず、今の時代の中でこの公

的表現ガイドということが、町会さんにと

ってもＰＴＡさんにとってもそうなんです

けれども、必要なのかということをまずご

理解をいただく、目的意識を持っていただ

く、理解をしていただく根拠というか、そ

ういうものが非常に大事なのかなというふ

うにちょっと思いました。 
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（石阪委員長） 

 はい、分かりました。 

 では、内藤さん、どうぞ。 

（内藤委員） 

 今のかねださんの意見にすごい賛同なん

ですけれども、本当同じようなことなんで

すけれども、やはり啓発という点が重要な

んだけれども、秋山さんの言ったこととも

通じるんですけれども、やっぱりちょっと

啓発と言うと多分身構えるしハレーション

のほうが大きいから、説明会みたいな感じ

でこれから区はこういう活動をやっていき

ますという説明をして、最後にそれとなく

皆さんのほうでも参考にしていただけたら

いいんじゃないでしょうかみたいな一言、

言うのが来年度の目標で、多分長期的なプ

ランに立ったほうがよいかなと思って段階

的に。 

 かねださんがおっしゃった、やっぱり来

年度段階的にやるように、町会、ＰＴＡな

どではまずはこのことを知ってもらう。そ

の際にはこの２のところ、実際に表現を、

こういう表現をするということよりも、や

はり何でこういうことがいけないのか、そ

ういう、みんなが無意識の偏見にも気づく

というところが多分一番重要なとこなので、

そこをメインにお話をして、そして、だん

だんと皆さんの組織でも取り入れていくと

いうのが最終ライン。 

 ２年先なのか３年先なのか分からないで

すけれども、いきなり、これをやれって言

っても全然分からないままで逆に反発のほ

うが強くなると、私たちがやろうとしてい

ること、逆に入らなくなってしまう可能性

が高いので、ちょっと短期的な来年度やる

ことと長期的に私たちが達成したいことを

考えつつ書き込んでいったらいいかなとい

う感じはしました。 

 あと細かいことですけれども、区立学校

の掲示物や配布物も入りますかね。 

（石阪委員長） 

 そうですね。掲示物、配布物ですね。 

（内藤委員） 

 そいうふうに思いました。ありがとうご

ざいます。きれいにまとめていただいたと

思います。 

（石阪委員長） 

 今のお話がありましたけれども、まず一

つは段階的にやっていく必要があるという

こと。それから、もう一つは単純にこれを

配るだけではなくて、これはこういうこと

は駄目ですよということを言うためのもの

ではなくて、無意識の偏見にも気づく、そ

ういうきっかけとして活用してもらいたい

と。 

 このような普及の仕方ということなんで

すが、ただ現実的に、じゃ、どうするかと

いうと、配るだけだと多分何も意味がない

わけですよね。そうすると、今、公的表現

ガイドの前に書いてある文章、これをもう

一回ちょっと見直してみるか、あるいは先

ほど言ったように誰かの講演会であったり

説明会とセットでこれを配布するとか、そ

ういった何かしらの工夫は必要かなと思い

ますね。 

 これ、多分配られて、町会、自治会もこ

れだけだったら多分な何もないです、多分

ね。 

（ぬかが委員） 

 若干違う意見だったら申し訳ないんです

けれども、今回提言、民間のほうに対して

というところが中心なんだけれども、職員

や区民の意識改革という柱の中での提言と

いうことですよね。 

 今日、実は区の産業振興の責任者の方々

からいろいろ説明を受ける中で、この公的
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表現ガイドの話を出したんですよ。何で出

したかというと、これから民間、区内の中

小企業さんが、やっぱり働きやすい環境を

区としても整えていきたいと。本当に気持

ちよく働ける環境をつくっていきたいとい

うふうに言っていて、いろいろな予算化も

するとか、それからその中には就業規則を

整えたら補助をすごく出しましょうとか、

そういうことをやるということを言ってい

たので、この話、出したんですよ。 

 何で出したかというと、やっぱり市川委

員さんみたいな企業はいいんだけれども、

そうじゃない企業も区内にはたくさんある

中で、そういう中で私の耳に入ってくるの

は区とも関係ある企業、事業者さんが、ま

さにこういうこととは真逆で、人間らしい

働き方とは真逆の、つまり今の世の中の水

準を知らない方が結構いらっしゃって、そ

ういう中でハレーションが起きているとい

う事例をよく聞くものですから、その中の

一つで、就業規則もそうだけれども今の世

の中の当たり前はだんだんこうなってきて

いるんですよ、区はこう考えているんです

よということを産業振興でも事業者さんに

出したらどうですかと、そういうことを知

らせたほうがいいと思いますよ。それをつ

まり押しつけるんじゃなくていいから、こ

ういうふうに区は考えていますよと知らせ

る必要あるんじゃないですか。やっぱりそ

ういうことを経営者が分かることが働きや

すい職場になっていくと思いますよという

話をしたんですよ。 

 そうしたら何と言われたかというと、そ

れはうちの部の仕事ではありませんって、

今日言われたんですよ。 

（かねだ委員） 

 そんなこと言ったの。 

（ぬかが委員） 

 言ったのよ、誰だか分かると思いますけ

れども。なので、私は、民間もそうなんだ

けれども、庁内確かにそのチラシを作ると

かポスターを作るという点では広報では努

力しているかもしれないけれども、この公

的表現ガイド、例の「不適切にもほどがあ

る！」のドラマじゃないけれども、今の時

代にブラッシュアップするということは、

男女共同参画の部署の問題じゃなくて全庁

的な課題なんだよということもちゃんとこ

の中で再度提言の中に入れたほうがいいの

かなということを今日、非常に感じまして。 

（石阪委員長） 

 入れましょう、それであれば。 

 ある意味では庁内ではある程度共有でき

ていると逆に思っていたんですけれども、

今のような話を聞くと部署によったりとか、

我々は関係ないというようなね。 

（ぬかが委員） 

 名指しはしなくてもいいです。 

（石阪委員長） 

 いいです。そういう表記はしないですけ

れども、もっと庁内である程度これが共有

できるような。今、一応庁内では見てはい

るのですかね。どうなんでしょうか。 

（鈴木課長） 

 全庁的に配付はしておりますが。 

（石阪委員長） 

 配付はしていると。 

（ぬかが委員） 

 だから、意識がそこに伴っていないね。 

（石阪委員長） 

 そうですね。だから、配付で止まってい

るということですね。 

 片野さん。 

（片野委員） 

 ２点あるんですけれども、まず１点は町

会の話で、私はこれ、すごく難しいところ
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は昔の価値観のままの人は何か自分を否定

された気になる。当たり前に言っているこ

とが駄目ですよになっている。まず、そこ

から受け入れてもらわなくちゃいけないん

だけれども、それ、むちゃくちゃ難しいで

すね。価値観変えていくということなので。 

 なので、仕事として今の子どもたちに携

わっている人、例えば町会から出ていく人

というと放課後子ども教室だったり学童と

かって、そうなんですよね。だから、その

人たちにまず研修を私はしていただきたい

と思うんです。私の世代か、もうちょっと

下ぐらいの人でも、やっぱり男の子なんだ

から女の子なんだから、そんなこと譲りな

さいとか、何かそういうこと言っちゃって

いるような人もいるので、やはりその、ま

ず今ちょうど募集しているんですね。放課

後子ども教室の人とかをいろいろ募集して

いる時期でもあるので、きちっと研修の段

階でこの表現。 

 要するに、あと掲示物や配布物だけじゃ

ないですか。言葉の表現も関係してくるの

で、バーバルのものも関係してくるので、

そのあたりをきっちり、やっぱり町会の人

が関わっているところから変えて、だんだ

ん色塗り始めるみたいな感じで、今これは

すぐ急いでやらなくちゃいけないことだと

私は思っている。子どもは傷ついちゃうの

で。そういうふうに言われて嫌だったとい

う思いをしているので。それがまず一つ。 

 あと全庁的に、じゃ、それが浸透してい

るかと言いますと、実は先週かな、区民企

画講座やりました。防災士の女性について、

一枚ペラを災対が作って、防災戦略課が作

ってきました。ＡＩで作ったそうなんです

ね。それで防災士とはと書いてあって、い

きなり男性しかないんですよ。 

 だから、これ、まずくないと思ってすぐ

言いましたけれども、やっぱりＡＩはそう

いうふうに学習しているということは、そ

ういうイメージなんですよね、まだ世間に

出ているものが。防災士というと男性がヘ

ルメットかぶってやっているんですよ。 

 だから、やっぱりそこで、そういうセン

スがあるんであれば男女ともに探して防災

士。ましてや女性防災士を増やしましょう

みたいな話でやっているのに、そこのとこ

ろを、やっぱりまだまだ私はちょっと、全

庁的に進んでいるのかというと、ちょっと

そういう一旦シティプロを通ったものはい

いけれども、そうでないものだとそういう

ものがまだまだ出てきてしまっていたり、

学校もしかりですよね。 

 だから、まずそのチェック機能じゃない

けれども、本当にこれまずいんだという意

識を、やはり学習していただいて、もうこ

れを教程に一々見るんじゃなくてもうたた

き込んでもらいたい。これがやはり男女共

同参画が進んでいる区とかというふうにほ

かの区から見られたりしているわけですか

ら、そこは職員の方たち、区民ももちろん

ですけれども、まず職員の方たちがそうい

う規範を示していただくことで何となくそ

ういうふうにムードがつくられていくと、

やっぱりだんだんそういうふうに、今の時

代はこれはまずいんだなということを学習

していくと変わっていくんじゃないかなと

思いますけれども。 

（石阪委員長） 

 難しいですね。 

 じゃ、先に手挙げられました。はい、お

願いします。 

（松村委員） 

 この公的表現ガイドですと非常にやっぱ

り活字が多くて見づらいところがあって、

よく教育機関とか、足立区の教育機関がど
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うされているのかちょっと分かりませんけ

れども、私たち昔、童話で桃太郎というの

がよく例として出されたと思うんですけれ

ども、おじいさんがしば刈り、山、おばあ

さんが川へ洗濯。 

 それが今逆転して、子どもたちに逆に紙

芝居で導入としてお話しして、おじいさん

だって洗濯するんだよ、おばあさんだって

しば刈りに行くんだよという、そのあたり

でインパクトを上げないと行動変容にまず

つながらないんじゃないかな。易しいとこ

ろからステージを上げていかないと、まず、

えっ、何が違うのかなという。先ほども何

度も気づきっておっしゃいましたけれども、

やっぱり行動変容につながるような何かイ

ンパクト、強いものが必要じゃないかなと

私はちょっと感じました。 

（石阪委員長） 

 例えば今の話ですと、これはやっぱりち

ょっと字も多くて説明も多いので、例えば

概要版であったり、いわゆる、ちょっとイ

ラストを増やして何か分かりやすくする、

そういう工夫もあったほうがいいという、

そういう。 

（松村委員） 

 そうです。特に桃太郎が何か今、割と分

かりやすいというふうに。 

（石阪委員長） 

 桃太郎のイメージね。はい、確かに分か

りやすいです。 

（松村委員） 

 はい、ちまたでは。 

（石阪委員長） 

 じゃ、はい、お願いします。 

（永田委員） 

 やはり区民にいろいろ周知していきたい

と思うんですけれども、その公的表現ガイ

ドをいきなり配っても多分難しいというの

はそのとおりで、キャッチーな感じでやっ

ぱり分かりやすく興味を持っていただきた

いなというところがあって、例えば、自分

が今一番そういう言葉で逆に浸透したのは、

例えば看護婦という言葉って死語にほぼな

っていると思うんですよ。うまくいって、

やっぱり昔の人は看護婦さんと言ったが、

今、みんな看護師って多分ほぼほぼ言うと

思うんですね。それがうまく切り替わって

いるものと、なかなか切り替わらない。今、

女優さんとかもそうですけれども、まだい

まだに一般的に使われていると思いますし。 

 なので、例えば看護婦、今だとちょっと

まずい。何でみたいなキャッチーな感じで、

その考えるきっかけ、いろんなその、今、

桃太郎もそうですけれども、何か考えるき

っかけを与えてあげることで興味を持つ一

人でも増えていけば、やはりどんどん進ん

でいくと思うんで。 

 さっきの看護婦みたいにうまく看護師に

切り替わった、そういったものとか、じゃ、

何で今駄目なの、何で今使われなくなった

のというところを小学生とか、いろいろ考

えていただければ、多分なるほどみたいな

感じで、あるいは民間の企業の方でも大人

でも、そうか、そういうことだったのかみ

たいな感じで、その気づきがあれば、ほか

も、じゃ、これはどうなのみたいな形で興

味を持って学んでいけるのかなというとこ

ろなので。難しい内容、もちろんこれも読

める人は読めると思うんですけれども、キ

ャッチーな感じでちょっと導入を持ってい

けたらいいのかなというふうに思いました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 一緒ですね、基本的にはお二方ね。考え

方としては、これだとちょっとやっぱり重

いし、なかなか見てくれないので。 
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 それでは、はい。 

（さの委員） 

 よろしくお願いいたします。 

 今お話も聞かせていただいて、あとやっ

ぱり冊子ってなかなか見ないことが多いか

と思うんですけれども、やっぱり動画とか、

自然に入ってくるもののほうが目から入っ

てきたり耳から入ってきたりということが

ありますし、あと説明の場とさっきおっし

ゃったんですけれども、石阪先生が全部の

会場に行けるわけではないので、やはりし

っかりした、何でこういうものができたか

とか、動画にしていただいて例えば何かの

機会に見ていただくというのは大事かなと

思いますし、そういう際に例えばイラスト

を多く入れるとか、本当に分かりやすい形

でこの公的ガイドを進めるときには、そう

いう導入しやすいものもセットでぜひ町会

であったりＰＴＡであったり、お配りをし

ながら活用を進めていくということも大事

かなというふうに思いました。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。確かに動画です

ね。これを作成してそれで普及させるとい

うのも一つですし、例えば、先ほど「不適

切にもほどがある！」というドラマがあり

ましたけれども大ヒットドラマですが、あ

れは結構、部分部分でこういったいわゆる

俗に言う表現ガイドに抵触するような発言

があって、それをある意味でコメディータ

ッチに語っているわけですけれども、ああ

いう一節をうまく取り上げて昭和の時代っ

てこれは当たり前だったけれども、今これ

はというようなことって結構あるので、そ

ういうＰＲはありかなという感じですね。

ドラマの一節をうまく取り上げて。 

 はい、お願いします。 

（齋藤委員） 

 先ほどから、やはり町会とか中小企業の

方々にそういうものを周知しましょうとい

う、まさにそのとおりだと思うんですけれ

ども、やはり、ある意味では強い、例えば

足立区の区長から足立区はこういうふうに

やっていくんですよという、その方針とい

うものを一つアピールしていただく。 

 例えば企業だったらば法人会とか、そう

いった団体のトップの人がそれを理解しな

いと、なかなかその次の段階には行き渡ら

ないのかなというふうに思っています。 

 町会の場合にはやはり、例えば住区セン

ター、地域調整課から住区センターで、住

区センターから町会長、そこの担当の町会

長あるいは総務部長、副会長、広報部長ぐ

らいまでの方々に、そういった場面を設け

て、やはり先ほどから皆さんおっしゃられ

ているように研修というか、こういう方針

で足立区はいきますみたいな、何かそうい

ったことが一つないと、なかなかその町会

員の皆様に対してのアピールというのは続

いていかないのかなというふうに思いまし

た。 

（石阪委員長） 

 いわゆる、ある程度トップ層というか、

上のほうの方へのまず啓発、最初に優先し

てもいいんじゃないと。 

 ただ、これ自体はまだ区としてやると決

まったわけではないので、私が区長にあく

まで申し上げて、区長がどういう判断する

かですね。多分ある程度理解はいただいて

いるはずなんです。これ、どっちかという

と普及させたいと私は思っているんじゃな

いかと思うんですけれども。 

 だから、委員会から出れば区長も動かざ

るを得ないということもありますから、

我々としては、これをどうにかしてまず普

及すると。 
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 具体的なプロセスについてはどこに行く

かというのは、またちょっと区の担当側の

判断ということになると思うんですけれど

も、先ほど言ったようなやり方は一つあり

ますよね。動画を使ってみたり、あるいは

分かりやすいものを新たに別途につくる、

あるいは縮刷版みたいな絵の多いものにす

るとか、あるいはさっき言ったように町会

の上のほうから行ってみたりとか、片野さ

んが言われたように実際教育現場に関わっ

ている人からＰＲすればいいんじゃないか。

このあたりの広報の仕方、進め方は、ちょ

っと区担当、恐らくここになると思います

けれども、ここがどういう戦略でやってい

くかということ。 

 まずは、区のほうで区長のリーダーシッ

プでこれを普及させるということをある程

度伺わないといけないので、私としては一

応提言の中に入れて、これを何とか委員会

としては普及をさせてもらいたいと。その

ための留意点としてはここに記したような

ことを留意しながら進めていきたいという

こと。 

 また、その後の懇談の中で例えばこうい

った案も出ましたということは申し上げた

いと思いますので、例えば動画をつくって

みたらどうかとか、分かりやすいものを作

成してそれと一緒に普及させるとか、ある

いは研修や講演という形で我々が出向いて

いってもいいですし、そういった提案はし

ていきたいと思います。 

 何か。今、ちょっとオンラインで参加さ

れている。 

（渡辺係長） 

 相澤委員からのチャットが入りましたの

で、読み上げさせていただきます。 

 東京都の施策との連携、東京都の関連部

局との連携を投げかけてはいかがでしょう

かと思いましたとのことです。 

（石阪委員長） 

 まずは、この公的表現ガイドを東京都が

持っているかということですけれども、こ

れはどなたかご存じの方いますか。私はあ

まり見たことない。多分、東京都はこれ、

やっていないんですね。埼玉とか作ってい

るんですけれども。 

 だから、まだ恐らく東京都の中でもこう

いったものというのがひょっとするとない

可能性があるので、もしやるんであれば東

京都と連携をしながらということも可能だ

と思うんですが、この辺はちょっと、じゃ

調べてもらいましょうか、また担当部局の

ほうでね。 

 ただ、今そういうご意見がありましたか

ら、確かに足立区単独でやるよりは東京都

がもしやっているんであれば、それと一緒

にというのも一つの考え方としてあり得る

と。それだけ今、足立区は結構先進的な取

組をしようとしているということです。逆

に言うと、東京都はまだやってない。 

 恐らく23区の中でも内藤さん、あまりな

いんじゃないかな、これは。 

（内藤委員） 

 そうですね。ただ、東京都はアンコンシ

ャス・バイアス、無意識のこういうふうに

…… 

（石阪委員長） 

 そう、それはやっている。 

（内藤委員） 

 それは結構やっているので、その点、重

要なのはむしろそっちですね、今ね。 

（石阪委員長） 

 むしろね。 

（内藤委員） 

 はい。だから、それでは連携できるんじ

ゃないかなという気はしました。 
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（石阪委員長） 

 ということですので、足立区としてはか

なり先進的な取組であるということと、先

ほど内藤さんもあったように、これって単

に表現を規制する目的のものではなくて、

むしろ気づきのほうが大事。アンコンシャ

ス・バイアスであったり、そういったもの

に気づいてもらうための…… 

（かねだ委員） 

 アンコンシャス・バイアスは知らないで

すね。 

（石阪委員長） 

 うん。それをだから、これを活用して実

際ポスターなんかで例示をしながら、こん

なことがかつてはあったけれども、今こう

いうポスターや表現って使わないんですよ

ということを学んでいただく。 

 そういうことで活用いただくという形で

提言させてもらいますけれどもよろしいで

しょうか。皆さんからご意見いただきまし

たけれども。 

 じゃ、こちらのほうも、またちょっと最

終的に私と事務局とで調整をさせていただ

き、これに基づく形で提言をさせていただ

きたいと思います。 

 

４ 「性別役割分担意識」提言案について 

（石阪委員長） 

 それでは、今度は２つ目ですけれども、

今度は施策の５ですね。事項書でいうと上

の性別役割分担意識提言についてですが、

こちらですけれども、当初は性別役割分担

についての提言をしようということで進め

てきましたけれども、最終的には次年度の

調査、調査項目を含めて、それの修正とい

う形で提言書にまとめさせていただいたと

いうことです。 

 ちょっと読み上げます。委員会提言です

ね。令和８年の１です。令和８年度の区民

意識調査では、単なる家事時間の比較だけ

でなく、突発的な子どもの病気対応や障が

い児・者のケアなど、日常的な看護負担が

誰に偏っているかを具体的に把握できる質

問を追加すべきであると。これは、内藤さ

んからの主な意見がここに反映されていま

す。 

 それから２つ目、データの羅列に終わら

ず、要因分析を行うことや地域別の分析を

行い、足立区固有の課題を明確にすべきで

あると。要因分析、もうちょっとしてもい

いんじゃないかということですね。単なる

実態報告ではなくて、なぜこういうことに

なったのか。 

 それからもう一つは、地域というお声も

ありましたので、もし地域的な偏差、細か

な多分地区まで出してしまうと特定される

おそれがあるので、大まかに分けるのかな、

４つぐらいに分けて、そのあたりの差とい

うのを見ることもできるんじゃないかとい

う、こういうご意見ですね。 

 それから３番目、標本としての信頼性を

高めるため、回収率が低い若年層や男性が

回答しやすいＷｅｂ調査の改善（中断・再

開機能の付与）ですね。それから、適切な

インセンティブの付与を検討し、多様な層

の本音を吸い上げるべきである。これはや

はり回収率の低さです。30％ちょい超える

ぐらいでしたっけ。これをやはり上げると

いうことが一つ。 

 ここでインセンティブの付与と書いてあ

りますけれども、皆さんからいろいろ出ま

した、何かクオカードをあげたらどうかと

か、あるいはボールペンだけだとちょっと

あれなんで何かという案もありましたから、

このあたりですね。 

 それから、もう一つは、若年層男性がや



13 

っぱり回答しやすい。この回収率が落ちる

ということもありますので、若い人の回収

率を上げるための工夫。その一つの例とし

ては一回アンケートを中断してもその場か

ら再開できる、こういう機能がついたらい

いんじゃないかというお声もありましたの

で、こういったところに表記をさせてもら

いました。これはかなり、これはあると回

収率上がると思います。一気に、ちょっと

時間がないとか、途中までやってある程度

思い出したらもう一回再開しようとなった

ときに再開できると。このあたり、回収率

を上げるための工夫、できれば30を大きく

超えて40％を超えるぐらいまでいけばいい

かなと。 

 あと、ひょっとすると若い人の回収率が

低いということになると、いわゆる層化抽

出でちょっとインセンティブをつけて、若

い人を多めにサンプルを取ってもいいかな

とか。調査の方法が見直しを行ってもらい

たいということなんですが、ただあまり、

これは経年的な比較もしていますので、調

査項目を大きく変えてしまったりとか、あ

るいはサンプルが大きく変わってしまうと

経年的な比較ができなくなるということも

ありますから大幅な変更はちょっと厳しい

かなと思うんですけれども、変えられると

ころは変えていただきたいという、こうい

う提言になっています。 

 この調査についてですけれども、もし何

か加えることであったり、こういうような

文言を入れたほうがいいんじゃないかとい

うご意見あれば、いただきたいと思います

が。 

 内藤さん、これ、いいですか、この書き

方。いわゆる、障がいの問題。 

（内藤委員） 

 そうですね。はい、ありがとうございま

す。 

 それより今、２番目のところを見ていて、

要因分析とか地域別、すごいいいなと思っ

たんですけれども、大まかなくくりで。 

 ただ、足立区固有の課題を明確にするた

めでいいのかなというのをちょっと考えて、

この区の中で例えば若い人たちがたくさん

流入してきている地域はどうとか、そして、

その長く住み続けているとか、やっぱり強

み、そういうところを生かしていきたいじ

ゃないですか、足立区として。 

 だから、足立区固有の課題というか、何

と言ったらいいんですかね。 

（石阪委員長） 

 恐らく、極端な言い方をすると、東京都

が全国のデータもあるので、一般的なもの

についてはそちらを引用すればいい。 

（内藤委員） 

 そうですね、はい。足立区固有の課題と

いうと、足立区と例えば東京都との比較と

か他区との比較をするというイメージです

けれども、多分、区内の中でのこことここ。

ここは若い人。 

（石阪委員長） 

 地域別と言うと、そういうことですね、

多分ね。 

（内藤委員） 

 そうですね。だから、地域別だけじゃな

く多分、年代別も要因分析とか入ってくる

んでしょうけれども。 

（石阪委員長） 

 そうですね。足立区固有の課題って、あ

ればということなんですけれども、実際な

い場合もあるので、ほかとほとんど一緒と

いう。 

（内藤委員） 

 課題や強みを明確にすべきであるとか。 

（石阪委員長） 
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 いいと思います。 

（内藤委員） 

 はい。何かネガティブなところだけ浮き

彫りにするんじゃなくて、現在、多分若い

世代の定着が進んでいるところはどういう

特徴が見られるかということなどを浮き彫

りにして、モデル地域みたいな形で見せて

いくみたいなこともできるのかなと。 

（石阪委員長） 

 比較的若い人が住んでいらっしゃる地域

とご年配の方がいるところで比較をしてみ

るのもいいし。 

（内藤委員） 

 それで若い人が、例えば流出していると

か、そういうのも見えたりする。そういう

その区のデータと連動して見たりとかして。 

（石阪委員長） 

 課題、もう一つは課題だけで強みも恐ら

くあるはずですから、足立区の強みみたい

なところも明らかになるといいかなという

ことですね。 

 ほか、いかがでしょうか。例えばこの調

査について。サンプルを上げる工夫はこれ

ぐらいの書き込みしかちょっと難しいんで

すけれども。 

 はい、お願いします。 

（さの委員） 

 多分、前回のこの推進委員会でも議題に

なったんですけれども、区がやっている調

査かどうかが分からないというところがあ

りまして、実はちょっと私も最近聞いた話

で東京都のアンケートだったんですけれど

も、東京都というのは書いてあるんだけれ

ども実際に分からないということで、実は

年収と幸福度というのがあってとても不思

議なアンケートで答えたくなかったけれど

も、一応答えたってあるんですけれども、

やっぱり足立区がやっているアンケートか

どうかというのを分かってもらうために、

その調査会社がやるアンケートだとは思う

んですけれども、例えば問合せはこことか

という形で足立区がやっているというのが

前面に分からないと、なかなかいろんなこ

とが答えにくいかなというのがちょっとあ

るので、そこは少し改善ができればなとい

うふうには思いました。 

（石阪委員長） 

 分かりました。これは恐らく事務局の問

題にも関わってくると思うんですけれども、

事務局のほうで回収率を上げるための一つ

のきっかけとしては、やはり一応は連絡先

は区になっているんですけれども、恐らく

郵送先が違うんですね。区役所じゃない。 

（さの委員） 

 そうですね。いろんな問合せとか、いろ

んなことで多分両方あったりすると、本当

に区がやっているものなのかという、ちょ

っとその信頼性が揺らぐとなかなか答えに

くいというところがあります。 

（石阪委員長） 

 分かりました。そのあたりの表記や仕方

等々は工夫が必要と。 

（さの委員） 

 はい。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 ほかはどうでしょう。回収率を上げる、

あるいは要因分析のところでも構いません。

こういった視点で分析してはどうかとかで

すね。よろしいですか。 

 はい、お願いします。 

（松村委員） 

 ちょっと聞き逃していたのかもしれない

んですけれども、このアンケートを取る際

の、そのアドレスというのは世帯主なのか、

それとも夫婦両方にとか、どのようにこれ
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はなっているんでしょうか。 

 もし、私も何か前に口頭で受けたような

気がするんですけれども、過去すごく前に

調査員の方が見えて。私はバーバルでお答

えするような調査で足立区の調査だったと

記憶するんですけれども。 

（石阪委員長） 

 そういう調査があったんですね。 

（松村委員） 

 はい、あったような気がします。もうす

ごい十何年、昔だと思いますけれどもあっ

たような気がします。 

 そのときに、私はざっくばらんな人間な

ので、夫がいても、「いや、夫は何もしな

いわ」とか平気で言ってしまったんですけ

れども、そのあたりでアンケートをする際

に、私もちょっと研究室で使ったことがあ

るんですけれども、やっぱりその倫理的な

問題をきちんと把握して、夫には分からな

いようにしていますとか、そういったその

プライバシーをきちんと守るような文言が

今の時代はちょっと必要ではないかなとい

うのもちょっと併せて感じました。 

（石阪委員長） 

 これはあくまで送付されるのは個人です

ね。世帯主とか世帯ではなくて個人に行き

ますから、それが女性であったり男性であ

ったり若い人であったりということなんで、

本来はその人がそこで答えてもらうのがい

いんですけれども、場合によっては高齢の

方とかだと代わりに答えちゃうというケー

スも実態としては多分あるんじゃないかと

思うんですよね。そのときのプライバシー

の問題ですよね。ちゃんとその人がほかの

人にも家族にばれずに、あるいはきちっと

できるのかね。 

 このあたり、やはり書き込みですかね。

ご本人がきちっとお答えください。もしそ

れが難しい場合はどういう表記でした、何

か書いてありました。ご本人が難しい場合

という表記が多分あったと。 

（内藤委員） 

 これ、皆さんこれの最後のほうに調査票

そのものがありまして、ご本人がお答えく

ださいということは一応書いています。そ

して、ほかの人の場合はご本人の立場でご

本人の意見に沿ってお答えください。 

（石阪委員長） 

 じゃ、一応回答は可能なんだけれども、

ご本人の立場になって回答してください。 

（内藤委員） 

 はい。あと、その前のところの上の段の

ところには、一応その個人が特定されたり

他の目的で使用されたりすることはないと

いうことは一応書いてあります。先ほどの

調査主体のところは、区で下にもそのよう

に書いてあるという形になります。 

（石阪委員長） 

 そうなんですよね。だから一応これが、

前文として貼り付けられているわけですけ

れども、区がやっているというのは、これ

を見れば分かるんですが、ただ送付先があ

くまで調査会社であったりとか、これを見

てきちっと読んでくれるといいんですけれ

ども、そうじゃない場合は誰か家族の中で

暇な人がぱっぱっぱと自分の意見を書いて

しまうということは恐らくあるんじゃない

かなという気がします。 

（さの委員） 

 あと今、意外と区をかたって違うことを

簡単にこの、あれば…… 

（石阪委員長） 

 念押ししておきましょうか、じゃ。これ

は確実に区ですと。疑わないでくださいと。 

（さの委員） 

 何となく今そういうのが疑われる。本当
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にちょっと疑い深い方というか、ちょっと

不安な方は本当にこれ、書いてあるけれど

も、そうなのという方がちょっといらした

ので、そこまで思う方がいらっしゃるんだ

ってちょっと私も思ったところがあったの

で、書いてあるのは分かっているんですけ

れども何かそれが分かりやすく…… 

（石阪委員長） 

 もう少し、きちっと。 

（さの委員） 

 そうですね。何かできればなと。それが

証明できるのが難しいなとちょっと思った

ので。 

（石阪委員長） 

 足立区のマークとか入れたらいいかもし

れないですね。何かちゃんとオーソライズ

されていると。それか、もう区長名を入れ

ちゃうかですね。 

（内藤委員） 

 いや、それもしてですけれども、多分そ

の相手もそういうことをやってきているん

で。 

（石阪委員長） 

 そうか、そうか。 

（内藤委員） 

 だから、一番は私、前回言ったかもしれ

ないですけれども、やっぱりもう区に送る。

私も機構宛てに送る調査をやったことがあ

ります。 

（石阪委員長） 

 それがなかなか難しいんじゃないかな。 

（内藤委員） 

 ただもう集まった段ボールを単に調査会

社に転送するだけなので、あるいは調査会

社が取りに来てくれるのでそれを渡すだけ。 

（石阪委員長） 

 本当はそれが一番いいですね。 

（内藤委員） 

 はい。 

（さの委員） 

 今回、年収まで聞くところとかあるじゃ

ないですか、最終学歴とか。それが一般の

ところに行かれて特定できないまでも、や

っぱりその方が言った。番号があるから分

かるんですよねって言われたことがあるん

ですよ。ちょっとそこがあるので、区に送

るというのはとても信頼性的にはいいと思

いますね。 

（かねだ委員） 

 今のご意見、私も賛同なんですけれども、

やはり自分自身も確認する方法として、い

ろんなアンケートとか、いろんなメールの

確認としては必ずネットで住所と電話番号

を検索して、それが実在する会社なのかど

うかというのを必ず調べるので、やはり区

民の方々もそういったところは徹底するん

じゃないのかなというふうにはちょっと思

います。 

 そうすると、回収先って物すごく…… 

（石阪委員長） 

 大事。 

（かねだ委員） 

 郵送先と回収先がやはり同一じゃないと、

すごく不安を与えるのかなという気はしま

す。 

（石阪委員長） 

 もう調査会社って決まっているんでした

っけ。これから。 

（渡辺係長） 

 これからです。 

（石阪委員長） 

 ですよね。そのあたり、どうしましょう

かね。入れていただくようなことも可能で

すか。 

（渡辺係長） 

 ちょっと個人情報の保護の関係とかで事
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前に区政情報課と調整している内容と少し

異なってきてしまうので、そこは、ちょっ

とまた別途調整が必要かなとは思います。 

 今の段階では委託業者、決まった委託業

者で郵送し回収もそこになっているので、

ちょっとそこは調整が必要です。 

（石阪委員長） 

 もう一応委託のところにそういう条件と

して入っているわけですね。だから、なか

なか難しいけれども、ただ、信用性を担保

させるということは徹底していただきたい

ということと、工夫は必要かなと。 

 確かにそういう方が区民の方にいらっし

ゃる。回収先が違う。 

（さの委員） 

 特に若い方が多いんですよ。そういうこ

とを考える方が。 

（石阪委員長） 

 じゃ、一応意見としてそういうことが出

たということで、このあたりは事務局のほ

うと、また私のほうで対応させていただき

ます。 

 ほかいかがでしょう。よろしいでしょう

か。お気づきの点。 

 こういったアンケートを来年度は実行す

るわけですけれども、そういった個人情報

の問題であったり、あるいは回収率を上げ

るためにはやっぱりその辺をきちっとして

おくということが非常に大事ということで

すね。 

 じゃ、提言のほうは、そのあたりも含め

て、また私と事務局のほうで対応させてい

ただきます。 

 こちらの資料２にあるところ、今日いた

だいた意見なども踏まえながら、もう一度

最終的にこれを修正させていただいて区長

のほうに私のほうから提言をしたいと思っ

ています。 

 最終的なご判断は大変恐縮なんですが、

私と事務局とに一任いただく形でもよろし

いでしょうか。 

 じゃ、すみません、そういう形で進めさ

せていただきます。 

 それでは、今年度は主に２つの点につい

て皆さんご議論いただきました。 

 

５ その他 

（石阪委員長） 

 事項書で言うと次、「その他」のところ

になりますけれども、いよいよ来年度とい

うことになりますが、私が伺っているとこ

ろでは、ほとんどの方がいわゆる留任と、

任期２年のうちの１年目ということですの

で留任になるわけですが、例えばＰＴＡは

多分１年ごとですね、この委員はね。来年

度は恐らく違う方がいらっしゃるし、議員

さんの場合も私、１年と聞いていますので。 

（さの委員） 

 会派によってはできるところが。 

（石阪委員長） 

 ぬかがさん、すごい長い歴史があるんで

すけれども、多分会派によっては１年ごと

に変わるということもございますから、こ

うやって全員で顔を合わせるのは本日が最

後ということになります。 

 次回は、また後で連絡あると思うんです

が、いわゆる小委員会ですね。講座の評価

ということですので、このメンバーのうち

の半分しか集まらないということですので、

今日が実質的には最後ということになりま

す。 

 １年間、皆さんこちらをお務めいただい

て思ったこと、感想、何でも構いません。

最後に一言いただければと思います。どう

しましょうか。順にいきましょうか。こう、

こっちから。何でも構いません。感想でも
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ご意見でも、やってみた感想ですね。 

（松村委員） 

 何か男女差別的なものが当たり前のよう

にやはりデフォルト的な考え方、男は仕事、

女は家事というふうには思ってはいないん

ですけれども、何となくやっぱり私の中で

もまだ間違いがあったなというところで、

一つ私もがっかりした部分もあるんですけ

れども、私は女子高、女子大育ちなんです

けれども、良妻賢母がバツと書いてあった

のを見て、建学の精神なんですけれども、

がっかりだな、だから女子大は潰れるんだ

なって思ったりもしました。慌てて母校を

見ましたら、やはりその文言はちょっと削

減されておりました。 

（笠井委員） 

 初めて興味本位で手を挙げて参加させて

いただいたんですが、非常に勉強させられ

るものがあって、アンコンシャス・バイア

スは今は何か変にはやっているというか、

いろんなところで聞くようになりましたよ

ね。 

 ちょうどいいタイミングでこういうこと

に携わっていけて、気づきがとてもあって、

それがある意味いろんな形で自分の思って

いたのと違って人を知らない間に傷つける

というのはいろんなところにあるんだなと

いうのを、実際商売をやっていてお客さん

との会話の中にも出るようになりました。

これは、やっぱりとてもいいことなんじゃ

ないかなと思って。 

 今後も、やっぱりそこら辺を意識づけて

広げる端っこ、一番端っことして活躍して

いけたらなと思っています。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。ぜひ広げていた

だく役割も今後担っていただければ。あり

がとうございました。 

（永田委員） 

 自分も今年１年目ということで参加させ

ていただいたんですが、このあだち公的表

現ガイドを見て本当に目からうろこという

か、今これも駄目なんだとか、いろいろ気

づきがあってすごい勉強になったというと

ころがあります。 

 やはり私も立場でいろんなお手紙を書い

たりするので、今は意識的にもちろん書い

て、今までも意識はしていたんですけれど

も、さらなる意識をするようになりました

し、今ネットとかのニュースを見ても、例

えばさっきの女優さんも俳優ってやっぱり

しっかり書かれていたりとかで、ちゃんと

世の中はアップデートされているんだなと

いうことを確認できるというか、知らなけ

れば読み飛ばしていたところが今気づける

ようになったので、そういう意味では自分

もちょっと進化してよかったなと思ってい

ます。 

 なので、やっぱり知っていただくことが

大事なのかなというふうに思いました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

 メディアのほうもかなり、その辺は浸透

してきていますね。私の友人でメディアに

勤めている人も、先ほど言ったように女優

ってあまり使わなくなったようですね、ニ

ュースですね。俳優というふうに言うよう

になっています。ありがとうございました。 

（市川委員） 

 私も今回も通しで行政とはというのを学

ばせてもらって、すごく勉強になるなとい

うふうに思っています。私なんかは民間の

中小企業なんで、このプロセスの積み上げ

方とか、こういうのがすごく自分自身でも

勉強になるなというふうに学ばせてもらっ
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ております。ありがとうございました。 

（齋藤委員） 

 私は３年目になります。非常に勉強させ

ていただいております。 

 前年度のまとめとして、たしか区の種々

の委員会に属している女性の割合が非常に

少ないというのがあったかと思うんです。

事務局のほうから出していただいて、あっ

たかと思うんです。 

 昨日、人権擁護委員の地区委員会があり

まして、その席で担当の係長から来年度令

和８年度のその人権擁護委員会から出して

いる幾つかの委員会があるんですけれども、

その中の福祉施設の評価とか選定とかとい

うのに、やっぱり１名ずつ出すそうなんで

すけれども、私はあちらもまだそんな長く

ないのでよく分からないんですが、そこで

その係長から女性の委員の増加を目的とし

ているので、できたら女性の委員を選定し

てもらえないでしょうかというふうな提案

がありました。 

 それを聞いて、これはたしか男女共同参

画推進委員会のほうから出た話だなという

ふうに思いまして、ここの提言をしっかり

吸い上げていただいているんだなというの

は非常にうれしかったです。これからも頑

張りたいです。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。なかなか委員会

の女性比率が上がらないんですね。 

 やっぱり改選の時期にそういう配慮をい

ただけるといいんですけれども、担当課の

方がたまたまそういうことをやっていただ

いて。 

（齋藤委員） 

 担当係長ですか。区の方からそういうふ

うなのを言われているので、できれば女性

を選定してくださいというふうにおっしゃ

られていました。 

（石阪委員長） 

 普通はトップの方が来てしまって、男性

の方がどうしても多くなってしまうんです

けれども、そういう一言があると、やっぱ

り、じゃ、女性を推薦しようかということ

で。 

（齋藤委員） 

 はい。皆さん、やっぱり、じゃ、女性に

しましょうということでどちらも。片っぽ

のほうは、もうずっとされている方が男性

なので、そのまま留年だったんですけれど

も、もう一つのほうは改選しましょうとい

うことで女性になりました。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございます。 

（笹委員） 

 私のほうは就労支援ということで両立の

支援ということを行っているところですけ

れども、やはり家庭と仕事の両立という言

葉がどうしても女性を主としたものにいま

だになってしまっているというのも現状で

すので、足立区さんがこういった形で非常

に先進的にお取り組みいただいていること

が、私にとっても今年は非常に勉強になり

ました。 

 こういったことを、今回こちらで今年出

たようなお話を、私のほうも来て、窓口に

いらっしゃるお客様であったりとか働く職

員に周知していって、こういった意識が高

まるような形で今後も進めていきたいと思

います。 

 今年度は大変お世話になりました。あり

がとうございました。 

（石阪委員長） 

 笹さんは来年も継続ですかね。２年。 

（笹委員） 
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 異動しなければ。 

（石阪委員長） 

 異動しなければ。そうですか。 

（笹委員） 

 去年の４月で着任しましたので、多分も

う１年いると思います。おりましたら、ま

た来年もよろしくお願いいたします。 

（石阪委員長） 

 そうですね。今年度はこういうテーマで

やりましたけれども、来年度はまた、たく

さんあるテーマの中から幾つかピックアッ

プしてまたやりたいと思いますので、例え

ば働く労働の問題であったりとか、あるい

はシングルマザーの問題であったりとか、

そういうことになる可能性もありますから

ぜひまた来年度もよろしくお願いいたしま

す。 

（笹委員） 

 ご協力させていただきます。 

（片野委員） 

 私も会長になりまして、ここの委員会に

関わるようになって、もう６年目。 

（石阪委員長） 

 長いですね。 

（片野委員） 

 はい。なるんですね。それで、いろんな

審議会やら委員会に出させていただいて、

ここで学ばせていただいたことを、やはり

施策の中でいろいろ考えることができると

非常に大きなところで、今も住宅のほうで

今年から始まっているんですけれども、や

はり、そのシングルマザーの人たちに必要

な住宅環境とか、そういうものってコミュ

ニティーとかすごく考えるようになったん

ですね。 

 やはりここでいただいた視点を、町会も

そうですけれども、私たちの団体は行動変

容を起こさなくちゃいけない団体なので、

やはり引き続きこちらで指針をいただきな

がら、どうやったらそれを区民の意識を変

えていけるのかという。Ｌ・フェスタとか

フォーラムとかやっていますので。 

 今度もフォーラムもアニメの中からアン

コンシャス・バイアスじゃないけれども性

的役割分担とか、そういうのがあるよとい

う気づきを促すようなフォーラムを行った

りしますので、ここでの意見をいただきな

がら実際のイベントなんかに生かしていき

たいなと思っております。来年もよろしく

お願いします。 

（石阪委員長） 

 女団連という立場で様々な活動をされて

いるんですが、これは他区とか他市の事例

ではよくあることなんですけれども、多様

性の推進と男女平等とはなかなか相入れず

に場合によっては対立してしまうことが結

構あったりもするんですが、足立区の女団

連さんは比較的多様性に対する理解もかな

り進んでいらっしゃって…… 

（片野委員） 

 はい、ＬＧＢＴも女性は女性だし、そう

いう、あまり社会的なジェンダーではない。

改名したぐらいですから。 

（石阪委員長） 

 そうですね。だから、ＬＧＢＴの問題で

あったりとか、それこそ性の多様性につい

てもかなり勉強されている団体ですから、

足立区はそういうところでは一枚岩になっ

て、この男女…… 

（片野委員） 

 ＦＥＭＡＬＥからＷＯＭＥＮに変えまし

たので、英語表記。 

（石阪委員長） 

 そうですよね。ありがとうございます。 

 じゃ、秋山さんからいきましょうか。 

 じゃ、まずは中にいらっしゃる。どうで
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しょうか。 

 相澤さんは読み上げでいいですか。 

 じゃ、すみません、ちょっと音声のほう

がうまく通信ができないということで、こ

れ、チャットに書いていただいたので読み

上げていただきます。 

（渡辺係長） 

 相澤委員のコメントを読ませていただき

ます。本委員会に参加させていただくこと

で様々な立場や団体の方々が真剣に考え議

論されていることを知ることができました。

刺激になりました。引き続きよろしくお願

いいたしますとのことです。 

（石阪委員長） 

 向こう側からの音声がこちらには届かな

いんですけれども、こちらからは聞こえて

いるということ。ありがとうございました、

どうも。 

 それでは、順にいきましょう。 

（秋山委員） 

 私は去年、ＰＴＡの小Ｐ連の代表という

形で初めて参加させていただいて、そのと

きも、やっぱりすごくこんな議論ができる

ということをうれしく思ったし、ですから、

任期が終わってからもぜひ引き続き一緒に

話したいと思って今年は公募で入りまして、

２年目の今年は去年よりも何かもっと実践

的な結論が導き出せているんじゃないかと

いうふうに感じています。 

 例えば、アンケートの内容をこうやって

変えて、もっといろんなことが分かるよう

にしようとか、あと、いろんな手段を使っ

て啓発をしていこうというふうな方針が出

て、すごく進んでいるように感じました。 

 あと、今年は日本初の女性の総理が生ま

れて、そんな単純な話じゃないんですけれ

ども、でも、それでもやっぱりちょっと大

きな一歩だったかなと感じています。 

 そうですね。言いたいことはいっぱいあ

るんですけれども、またこれからカフェで

いろいろお話、ぜひさせてください。あり

がとうございました。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、お願いします。 

（舘山委員） 

 今年初めて、この委員会に参加させてい

ただいたんですけれども、私は社労士にな

ってちょうど10年目になるんですが、その

10年目に初めてちょっと支部の役員やるこ

とになったことで、こちらの委員もやって

くださいというお話だったんですね。 

 ちょっと個人的にはシングルマザーとし

て２人育てて、来月息子がやっと結婚する

ことに、結婚式を挙げることになってほっ

としているところなんですけれども、この

公的表現ガイドを見て、この「互いの違い

を尊重し 多様性を認めあうまち」という

のは確かに目指す方針だと思うんですけれ

ども、私も昔、随分心ないシングルマザー

にかけられる言葉というか、今ここでは言

えないですけれども、傷ついたこともあっ

たりしたので、やっぱりそれぞれがみんな

支え合って暮らしていける世の中。 

 まだまだ男女平等と言っても、そんなに

難しいと思うんですね。今、オリンピック

見ているとつくづく思うんですけれども、

昨日の男女ペアのスケーティングも本当に

すばらしかった。やっぱり男女が認め合っ

て支え合って何かすばらしいものが生まれ

るということにすごい感動しちゃったんで

すけれども、そういう社会を目指していく

ためにみんなで意見出し合っていけたらな

と思います。そこに参加できて大変光栄で

す。ありがとうございます。 

（石阪委員長） 
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 ありがとうございました。 

 それでは、はい。 

（さの委員） 

ありがとうございました。 

 私も１年ぶりに復活して、何か前回より

もすごいパワーアップしているなってすご

い感じたので、本当に委員の皆さんがすご

い意見がたくさん出て、ちょっと私も幾つ

か審議会とか推進会とかで参加もさせては

いただいておりますが、一番活発かなと思

っていて、本当に来るためには楽しみでも

あるんですけれども、ちょっとどきどきし

ながらというところのもあります。 

 本当に私も議員として参加もさせていた

だいておりますので、ここでのいろんな出

た意見をどうまた行政に生かしていけるか

というのも、自分の中でまた自問自答しな

がら今後も頑張っていきたいと思います。

大変にありがとうございました。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございました。 

 はい、お願いします。 

（かねだ委員） 

 今回初めて参加させていただいて、さっ

き松村委員がおっしゃったんですけれども、

私も男子校の卒業で質実剛健という校風の

学校で育って、そのまま結婚して今、実は

多分この中で一番もしかしたら保守的な考

えが非常に強い中で今、身を置いていろい

ろな仕事しているのかもしれないですけれ

ども、保守的な考え方を私自身も持ってい

る部分はあるので、持っているからこそ、

こういう男女共同参画であったり多様性と

いうことをきちっと勉強して、進めていく

べきものは進めていかなきゃいけないんだ

なというふうに改めて認識をしました。 

 それが一つと、ちょっと私自身この場で

知らない方も結構多くて、この場であれな

んですけれども、去年の４月にちょっと大

きな病気をして、ちょっと手術したんです

けれども、それまではもう全く健康で一つ

も健康に対して不安とか、そういうのを持

っていなかったときにそういう病気になっ

て、初めてその病気になった方の立場にな

って物事を考えることができたなというふ

うにちょっと自分自身、もう50超えてあれ

なんですけれども、思ったときに、今日、

今回こういういろいろな立場からの皆さん

のお話を伺って、その立場ごとにいろんな

考え方、いろんな思いがあるんだなという

ことを再認識をさせていただきました。 

 以上です。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございました。 

 はい、ぬかがさん。 

（ぬかが委員） 

 どうも本当にありがとうございました。

この委員やる前は、実はうちの自分の母親

は家庭科の教師で、全国の家庭科の先生の

会の会長をやっていて、家教連という団体

なんですけれども、だから国際婦人年連絡

会の座長をやっていたこともあるんですよ。

だから、この分野って私はあまり近寄らな

いようにしていたのと、何か逆に近寄らな

かったことと、自分は分かっているんじゃ

ないかというのも、それもまさに思い込み

だったということに気がつかせてくれたの

がこの推進委員会で。 

 本当に男女共同参画って、突き詰めると、

別に男女共同かどうかということよりも人

が人として人らしく生きられるかどうか、

そこを大事にできる社会になれるかどうか

ということなんだなということを実感して

いることと、それから誰もが今の一番新し

い時代から見れば長い歴史、古い歴史を生

きているわけだからしみついているものが
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たくさんあって、それは自分だけは大丈夫

とか、自分だけはできているじゃなくて、

自分も絶えずブラッシュアップしなきゃい

けない存在なんだということを気づかせて

くれたのがこの審議会だなというふうに思

っていましして、とても充実した委員会で

本当にありがとうございました。 

（石阪委員長） 

 家庭科の先生の問題結構あって、僕もこ

れは成り立て、もう二十年、三十年前です

けれども、結構講演に呼ばれて行ったんで

すけれども、男子学生が全然授業聞かない

とかね。 

 それから、やっぱり男の子は技術をやっ

て女の子が家庭をやるという、教科が分離

していた時代があって非常に大きな問題。

大変な時期がありましたよね、家庭科教育

が。 

（ぬかが委員） 

 そう。男女共修をする会の責任者をやっ

ていたんです。 

（石阪委員長） 

 そうだったんですね。 

 私もたくさん授業に出向いた記憶がある

ので、家庭科の先生方、本当に困っていら

して。どうすれば、みんな家庭科の授業を

真面目に受けてくれるのかということです。 

 親も別に男の子なんだから技術でいいん

じゃないとか、将来関係ないからという風

土がまだ当時あったんですけれども、多分

お母さん、すごく大変だったと思います。 

（ぬかが委員） 

 そうそう、そういう時代でした。 

（石阪委員長） 

 あの頃の家庭科ということですよね。あ

りがとうございます。 

 はい、内藤さん。 

（内藤委員） 

 今かねださんの質実剛健の話を聞いて、

私の高校の校是が質実剛健だったなと思い

出して、調べたら今も質実剛健でした。共

学ですけれどもね。 

（石阪委員長） 

 共学だけど質実剛健なんですね。 

（内藤委員） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 それまた面白いですね。 

（内藤委員） 

 そうですね。だから、質実剛健の意味を

調べたら元は武士みたいな書いてあって、

やっぱり男性由来な言葉だったんだという。

私はもう質実剛健でやってきたという感じ

があったんですけれども、思い出しました。 

 みなさん、ありがとうございました。 

 何か皆さんのお話を聞いていて、先生も

６回もやるって話ありましたけれども、数

えてみたら７月から２月で６回、すごい濃

厚な、毎月やって、多分、笠井さんおっし

ゃったようにここから、多分ここからそれ

ぞれの持ち場に帰って広げていく役割、こ

こからの半年が重要。もちろんその後やっ

ている最中もそうでしょうけれども、それ

ぞれの場所ってばらばらだから、仕事もそ

うだし、コミュニティーもそうだし、遊び

仲間もそうだし、家族もそうだし、親とか、

そういういろんなところにちょっとずつ、

私たちは多分分かると思うので、その人に

合った形で情報提供していくというのがこ

こから始まる。 

 ここからいろいろ始まる。また新たなこ

とが始まっていくのかなというのを気づか

されました。本当にありがとうございまし

た。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございました。 
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 それでは、副委員長を務めていただきま

してありがとうございます。 

（國府田副委員長） 

 １年間、副委員長を務めさせていただき

ました國府田です。１年間ありがとうござ

いました。 

 質実剛健の話が出たので、私も聞き覚え

があるなと思って調べてみたところ、私の

学校は元女子校なんですけれども、今は共

学なんですけれども、質実剛健はまだ掲げ

られています。 

（石阪委員長） 

 やっぱりあるんですね、質実剛健ね。 

（内藤委員） 

 元男子校でした。 

（國府田副委員長） 

 本当ですか。 

 この委員会の中でもいろんな属性の人が

いて、いろんな考え方の方もいて毎回勉強

になったなという感想です。普通に生活し

ているとあまり新しく気づくことってだん

だんとなくなっていくような気はしていま

すが、本当にこの委員会に来ると毎回毎回

新しく気づかされることが多かったなと思

いますし、この委員会で見聞きしたことで

自分で新しく気づくということも出てきた

かなと思っています。 

 男女共同というと何かすごい硬いような

イメージ、大分最近はもう周知とかされて

きているのかなと思いますが、やはり身構

えてしまう方とかはいるかなと思っていま

す。 

 ただ、私たちが今この場でやっているこ

とは、当たり前のことを当たり前にできる

ような世の中になればいいというのが根底

にあると思いますので、引き続き当たり前

のことが当たり前にできるように一緒に頑

張っていきたいなと思っています。引き続

きよろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。 

（石阪委員長） 

 ありがとうございました。 

 今日は欠席の方、いないんでしたっけ。

全員ということですね。これ、いつもすご

いね、参加率が。ほかの委員会は欠席率が

多いんですけれども、本当に出席率が高い。 

 皆さんからもお話がありましたけれども、

これはどちらかというと非常に難しい話を

するではなくて皆さんのそれぞれのお立場

では出てきていただいてるんですが、ご自

身の体験とか考えを率直に語ってもらえる

場だなと思っていますので、区としても、

いわゆる区民の皆さんからの率直な意見を

やっぱり欲しいと思うんですよね。お立場

としての意見もちろんですけれども。 

 私は区民評価委員というのを長くやって

いたんですけれども、そのときも足立区で

評価の方法がいっぱいあるんですね。議会

のチェック、もちろんそうですし、それか

ら専門家による知見や意見もそうですし、

それとは並行する形で区民目線での意見と

いうのはすごく大事ということは常々区長

もおっしゃっていたような気がしたので、

この場というのは、どちらかというと皆さ

んがそれぞれ区民あるいは区に関係するお

立場として本当にざっくばらんにお話しい

ただく場ということで委員会を進めてきた

という、私は進行役としてはそういう思い

でやってきました。 

 あとはこれ、結構長く務めていらっしゃ

る方もいる。例えば、ぬかがさんなんか長

いんですけれども、これは、ご自身の希望

でもあるんですか。 

（ぬかが委員） 

 でも、長いといってもまだ３年目です。 

（石阪委員長） 
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 そうですよね。だから、本当ありがたく

て、そうやってこう。本当に１年目の方も

いれば、結構長く、片野さんとか、内藤さ

んも長いですよね。 

（内藤委員） 

 そうです。 

（石阪委員長） 

 それから、齋藤さんももう３年、４年。 

（齋藤委員） 

 ３年目です。 

（石阪委員長） 

 ですよね。そういう方もいれば初めての

方もいますし、しかもその方々が本当に一

様にそのまま皆さん対等にお話しできると

いうのはすごくいい場だなと思っています

ので、そういった雰囲気づくりが少なくと

も６回あるということはできたかなという

ふうに思っています。 

 これは多分年に１回だと、こうはならな

いですね。本当にかしこまって終わっちゃ

うというかね。だから、そう考えると６回

できたと。何か本当この後みんなで飲みに

行こうかみたいな、そんなレベルですもん

ね。ある程度の信頼関係というのもできた

のかなと思っています。 

 多くの皆さんは、来年度またお務めいた

だくということも伺っていますので、今年

で終わりという方もいらっしゃいますけれ

ども、今回話すことのできなかった、そう

いったテーマについては次年度、また皆様

からのお声をちょっと聞きながら進めてい

きたいと思っています。 

 また、来年は調査という非常に大きな、

足立区、この分野ではありますので調査結

果も後半には、ある程度我々は見れますか

ね。どうでしょう。 

（渡辺係長） 

 一応、調査自体は９月とかまでやる予定

ですので、そこから集計して分析というふ

うになります。なので、どこかの委員会で

進捗としてはご報告できるかなと思います。 

（石阪委員長） 

 そうですね。実際、調査結果がどうなっ

たか、逆に言えば足立区はこれまでの歴史

の中でどう変わったかというのをちょっと

可視化していただいて、それを議論の題材

として使えればと思っていますので、また

次年度参加いただける方は引き続きお願い

できればと思います。 

 それでは、長らくにわたりましたけれど

も、一応全体として顔合わせる機会は今日

が最後ということですので、これで、その

他議事のほうは終了とさせていただきたい

と思います。 

 それでは、事務局のほうになりますが、

いかがでしょうか。 

 

６ 事務連絡 

（渡辺係長） 

 長い６回、全体会をお務めいただいてあ

りがとうございました。 

 最後の事務連絡になりますけれども、幾

つかご案内がございます。 

 まずは、いつものなんですけれども、青

いクリアファイルに口座振替依頼書が入っ

ておりますので、また本日の日付ですね。

２月18日と記入いただいてファイル、後で

回収させていただきます。 

 ２点目です。今後のイベント講座につい

てのチラシを１枚配付させていただきまし

た。「その『Ｙｅｓ』はホントにＹｅｓ？ 

性的同意を知って心と体を守る」という、

性被害に遭わないような対策のための講座

になります。 

 ３点目です。最後、石阪委員長からもあ

りましたけれども、後期講座評価について
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ですけれども、後期の講座評価をご担当い

ただいています委員には、開催の通知を近

日中にお送りさせていただきます。 

 口頭ではございますけれども、３月23日

水曜日午後２時半から第２学習室にて小委

員会を開催させていただきます。 

 一応ちょっとこの場で後期の委員の方、

お名前だけ簡単にご紹介させていただきま

す。さの委員、かねだ委員。重複ですけれ

ども石阪委員長は前期も後期もです。お願

いします。内藤委員、舘山委員、齋藤委員、

市川委員、笠井委員、松村委員、以上９名

になりますので、どうぞよろしくお願いし

ます。 

（石阪委員長） 

 ちょっと補足をさせていただくと、実は

この委員会で評価されるべき団体というの

はこれで終了なんですね。 

（渡辺係長） 

 そうですね。 

（石阪委員長） 

 ですので、次年度はまた別のところにお

願いするというような運びですから、来年

度こういうことでお願いしますとはなかな

か言いづらいところですけれども、これま

でずっとやっていただいたということもあ

りますので、そちらのほうの評価をまた第

２回のほうでお願いできればと思います。 

（渡辺係長） 

 ありがとうございます。ちょっとその話

にはなるんですけれども、８年度、来年度

の今回の委託講座の事業者をプロポーザル

選定委員会にて特定が終了しました。 

 事業者は、特定非営利活動法人ジェンダ

ー平等ＬａｂｏｔａというＮＰＯ法人にな

ります。この事業者は22年間、大田区の男

女共同参画施設の指定管理者として培った

豊富な経験とか、そういったものが高く評

価されて今回採択となりました。今後、仕

様書を固めて滞りなく事務手続、進めてま

いります。 

（石阪委員長） 

 次年度からは、その団体が講座を実施す

るということになりますので、恐らくです

けれども、講座の中身であったり、あるい

は広報の仕方、チラシなんかも変わってく

るんじゃないかと思います。 

 ですので、今年度と来年度、事業者が違

うということをお伝えいただいたわけです、

今ね。ありがとうございます。 

（渡辺係長） 

 私からは以上です。 

（石阪委員長） 

 ほかは。 

 どうぞ。 

（市川委員） 

 次回の小委員会の日付、３月23日は水曜

日となっているんですけれども、月曜日だ

なというのも。 

（石阪委員長） 

 これ、ちょっと確認を。どっちでしょう。 

（市川委員） 

 これ、曜日が間違っていますねというの

を。 

（石阪委員長） 

 どっちが合っているかですね。曜日が合

っているか。 

（渡辺係長） 

 日にちが合っているはずです。 

（石阪委員長） 

 日にちが合っている。23日、月曜日です

ね。月曜日の14時半。よろしいですね。月

曜日ね。 

 じゃ、内藤さん。 

（内藤委員） 

 今度、小委員会やるんですけれども、２
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点あって、資料は事前に送っていただける。 

（渡辺係長） 

 はい。 

（内藤委員） 

 もう１点は、今年度でその事業者さん終

わりで、新しい事業者さんが来年度来ると

いうことですけれども、今年度出た意見、

前期の意見もですし、今回後期の意見は何

らかの形で次の事業者さんの事業に反映さ

れる形でしょうか。 

（渡辺係長） 

 伝えます。それがないとあまり評価の意

味はなさないと思いますので、来年度以降

の事業者に評価の結果として伝えていくと

思います。 

（内藤委員） 

 評価の結果というよりは、いいとか悪い

とかというよりはこうしたほうがいいとい

う意見というか、そういう形で具体、詳細

にじゃなくてもいいですけれども、事務局

通じて次年度の事業に生かしていただくの

が重要なので、せっかく半分の皆さんが集

まって意見をするのでと思いました。あり

がとうございます。 

（石阪委員長） 

 恐らく事務局でそれを取りまとめて、来

年から加わっていただく団体のほうにはお

伝えはするということでよろしいですか。 

（渡辺係長） 

 はい、伝えさせていただきます。ありが

とうございます。 

（石阪委員長） 

 ほか、委員の皆さんから何かありますで

しょうか。 

 それでは、よろしいですかね。 

 それでは、以上で本日の委員会ですけれ

ども終了とさせていただきます。 

 ちょっと時間早いですけれども、今年度

の委員会としてはこれで終了となります。

どうもお疲れさまでした。ありがとうござ

いました。 


